
【裏面も必ずご確認ください】 

 

 

育児休業取得(予定)期間及び復職(予定)年月日が記載された就

労証明書 

 

実際の復職年月日が記載された就労証明書 

 

 

 

 

妊娠判明 
産前 

６週間 

出産 

(予定)日 

産後 

８週間 
１歳 

○＋１年△月 10 日 ○年△月 10 日 

就労 産前産後休暇 育児休業 （復職）就労 

パターン① 育児休業対象児の１歳の誕生日までに復職予定で、かつ、育児休業対象児の保育施設入所が内定した場合。 

育児休業対象児の１歳の誕生日までに復職予定であることが、就労証

明書で確認できた場合、１歳の誕生日の属する月を超えて継続入所が

可能です。 

就労 産前産後休暇 育児休業 育児休業延長 

パターン② 育児休業対象児の１歳の誕生日までに復職予定であったが、育児休業対象児の保育施設入所が内定しない場合。 

育児休業対象児の保育施設入園申込をしたが入所が保留になった

場合は、育児休業を延長しても退所にはなりません。 

就労 産前産後休暇 育児休業 
（復職）

就労 

パターン③ 育児休業対象児の１歳の誕生日を超えて育児休業を取得予定の場合。 

育児休業対象児の１歳の誕生日を超えて育児休業を取得す

る場合、育児休業対象児の１歳の誕生日の属する月の末日

で退所となります。 

再度保育施設の利用を希望する場合は、復職

日にあわせて保育施設入園申込が必要です。 

育児休業に伴う保育施設継続利用のイメージ図 

 

提出書類について 

・認定変更申請書兼変更届 

・母子手帳の表紙及び出産予定日の記載のあるページの写し 


